
京都市告示第   号 

市会の議決を経て、指定管理者を次のように指定しました。 

  令和７年１１月  日 

京都市長  松 井 孝 治            

公の施設の名 称 指 定 管 理 者 指 定 期 間 

京都市大宮西野山児童館 

京都市東山区三条通大橋東二町目７

３番地の２ 

社会福祉法人京都社会福祉協会 

令和８年４月１日

から令和１３年３

月３１日まで 

京 都 市 楽 只 児 童 館 
京都市北区紫野西舟岡町２番地 

京都市楽只児童館運営委員会 
同 上 

京 都 市 紫 野 児 童 館 

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る

梅湊町８３番地の１ 

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 

同 上 

京都市上高野児童館 

京都市東山区三条通大橋東二町目７

３番地の２ 

社会福祉法人京都社会福祉協会 

同 上 

京 都 市 壬 生 児 童 館 
京都市南区東九条東山王町２７番地  

公益社団法人京都市児童館学童連盟 
同 上 

京 都 市 御 前 児 童 館 

京都市中京区壬生東土居ノ内町２０

番地の１  

一般社団法人京都御前福祉会 

同 上 

京 都 市 清 水 児 童 館 

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る

梅湊町８３番地の１ 

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 

同 上 

京都市今熊野児童館 
京都市南区東九条東山王町２７番地  

公益社団法人京都市児童館学童連盟 
同 上 

京都市四ノ宮児童館 同 上 同 上 

令和７年１１月１１日

京都市長　松　井　孝　治　　　　　

４８８



公の施設の名 称 指 定 管 理 者 指 定 期 間 

京 都 市 崇 仁 児 童 館 

京都市中京区河原町通三条上る下丸

屋町４２３番地 

社会福祉法人カトリック京都司教区

カリタス会 

同 上 

京 都 市 洛 陽 児 童 館 

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る

梅湊町８３番地の１ 

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 

同 上 

京都市中唐戸児童館 
京都市南区上鳥羽南唐戸町２８番地

一般社団法人上鳥羽絆会 
同 上 

京 都 市 桂 川 児 童 館 

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る

梅湊町８３番地の１ 

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 

同 上 

京 都 市 南 浜 児 童 館 
京都市南区東九条東山王町２７番地  

公益社団法人京都市児童館学童連盟 
同 上 

京都市醍醐中央児童館 

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る

梅湊町８３番地の１ 

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 

同 上 

京 都 市 醍 醐 児 童 館 

京都市伏見区醍醐西大路町７５番地

の１ 

京都市醍醐児童館運営委員会 

同 上 

京 都 市 辰 巳 児 童 館 

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る

梅湊町８３番地の１ 

社会福祉法人京都市社会福祉協議会 

同 上 

京都市横大路児童館 
京都市南区東九条東山王町２７番地  

公益社団法人京都市児童館学童連盟 
同 上 

京都市納所城之内児童館 

京都市東山区三条通大橋東二町目７

３番地の２ 

社会福祉法人京都社会福祉協会 

同 上 



公の施設の名 称 指 定 管 理 者 指 定 期 間 

京 都 市 淀 児 童 館 

京都市伏見区淀池上町１５１番地の

１０ 

社会福祉法人淀福祉会 

同 上 

（子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部育成推進課） 

 


